
ガイドラインの普及方法について

１．広報誌、パンフレット、HPなどあらゆる媒体を通じた広報

２．説明会、講習会及びセミナー等による普及促進

３．業界、団体及び関係機関と連携した周知の促進

４．関係機関が開催する会議等での周知及び情報提供

５．その他
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